
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 2025 年 11 月 10 日 

【連絡先】 国民民主党茨城県第 5区総支部（浅野さとし事務所） 

https://asanosatoshi.com/  

〒317-0071 
茨城県日立市鹿島町 1-11-13  
 
TEL：0294-21-5522  
FAX：0294-21-3014 

国会事務所 

〒100-8981 
東京都千代田区永田町 2-2-1 
衆議院第一議員会館 406 号室 
TEL：03-3508-7231  
FAX：03-3508-3231 

日立事務所 
 

【1】 

第 219 回国会（秋の臨時国会）が 10 月 21 日に召集され、新たな国政の節目を迎えました。国会

冒頭の総理大臣指名選挙では、高市早苗氏が新総理に選出され、自民党と日本維新の会が連立を組

むという、わが国の政治にとって大きな転換点となる体制が発足しました。これにより政策決定の

枠組みは大きく変わり、国民生活に直結する課題への対応が問われています。 

そのような中、国民民主党をはじめとする６党の実務者間で、ガソリン・軽油の暫定税率（揮発

油税・地方揮発油税の暫定税率：25.1円/ℓ、軽油引取税の暫定税率：17.1円/ℓ）を本年 12月 31日

(軽油は来年 4 月 1 日)に廃止することについて合意がされました。まさに、国民の声が政治を動か

した歴史的な政策実現であり、国民民主党はこれからも「対決より解決」の姿勢で、実効性のある

政策を前進させることに全力で取り組みます。地域の声をしっかり国政に届け、現場に根ざした改

革を確実に実行してまいりますので、引き続きご支援を宜しくお願いいたします。 

 

臨時国会召集日の街頭演説会（10月 21日） 

 
10月 31日、自民・立憲・維新・
国民・公明・共産の 6党の実務者
間で、ガソリンの暫定税率（揮発
油税・地方揮発油税の暫定税率：
25.1円/ℓ）を本年 12月 31日に、
また、軽油引取税の暫定税率(17.1
円/ℓ)を来年 4 月 1日に、それぞ
れ廃止することを合意しました。 
  

国民民主党は 2021 年 10 月からトリガー条項凍結解除
という形で暫定税率の引き下げを訴えた「元祖ガソリン
減税政党」です。廃止まで段階的に補助金を上げていく仕
組みや、財源に税外収入等の一時財源による確保を盛り
込んだこと等、我々の主張が大きく取り入れられました。 
 

暫定税率廃止後のレギュラー
ガソリン平均価格（茨城県） 

169.6円/ℓ※ 

→154.5円/ℓ 
※11月 4日時点 
資源エネルギー庁調査より 

【廃止までのイメージ】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2】 

   
YouTube Facebook Instagram X（旧 Twitter） LINE 

ＳＮＳにて日々、情報発信中！ 浅野さとしの活動をぜひご覧ください！ 
 
 

   

浅野さとし 略歴・所属委員会・党役職 

1982年 9月生まれ（43歳） 

衆議院議員（茨城 5区・3期） 

 

特別党員・党員・サポーターを募集中です！ 

 

私たちと一緒に「新しい答え」をつくっていただける 

 

第 219回国会 所属委員会/審査会 

厚生労働委員会（理事） 

憲法審査会（幹事） 

 

国民民主党 役職 

 幹事長代行兼組織委員長 

選挙対策委員長代理 

 青年局長 

 

1013 
2025年 10月 13日 

多くの感動と交流を生んだ大阪万博が閉幕！ 
社会課題の解決に向けた日本の技術・最新動向に関する展示を視察しました。 

2025年大阪・関西万博は、10月 13日に 184日間の
会期を終えて閉幕しました。最終的な一般来場者数は
2,500万人を超え、「いのち輝く未来社会のデザイン」
というテーマのもと、多くの感動と交流が生まれまし
た。期間中は、未来の都市、電力館、ガスパビリオン
などを視察し、社会課題の解決に向けた最新技術だけ
でなく、大人から子どもまで楽しめる体験型の展示物
に触れることで、多くの気づきを得ました。 

1021 
2025年 10月 21日 

臨時国会召集、年少扶養控除復活法案を提出 
 秋の臨時国会召集日に、子育て中の働く方々の手取りを増やすための法案を提出しました。 

10 月 21 日、秋の臨時国会（第 219 回国会）が
召集されました。 

召集日当日に、議員立法「所得税法改正案・地
方税法改正案」（年少扶養控除復活法案）を国会に
提出しました。7 月の参議院選挙結果により可能
となった予算を伴う法案の提出を国民民主党単独
で初めて行いました。 

1014 
2025年 10月 14日 

島根原発で建設中の３号機を視察！ 
国民民主党エネルギー調査会のメンバーで視察を行い、最新の状況を確認しました。 

10月 14日、国民民主党エネルギー調査会のメン
バーで中国電力の島根原子力発電所を視察しまし
た。今回の視察では建設中の３号機（１号機は廃炉
決定、２号機は稼働中）を視察しました。エネルギ
ー安全保障の観点はもとより、地元茨城県から来
て島根の現場で働く方々の状況等を伺いました。 

（会費 45,000円/年）  

（会費 4,000円/年） 

（会費 2,000円/年）  

 特別党員   

 党員    

 サポーター  

お申込みは浅野事務所までご連絡ください。 

詳細はこちら 

電力館：輝きエリア 大屋根リングの上から 

年少扶養控除復活法案を提出 

平戸航太参議院議員(右)と 

臨時国会に臨む 新橋駅前で国会議員 50名となった国民民主党の理念を伝える 

これは、平成 22年度税制改
正により廃止された 16歳未満
の年少扶養控除を復活される
ものです。 

【具体的な控除額】 
所得税控除額：38万円※1 

住民税控除額：33万円※2 
※1 令和 8 年度より ※2 令和 9年度より 


